
目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

監
査
委
員

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
監
査
結
果
（
青
森
県
土
地
開
発
公
社
ほ
か
十
箇
所
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
病

院

局

総

務

課
）
…
二

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
の
表
中
「
総
務
部
」
を
「
財
務
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

櫛

引

ユ
キ
子

青
森
県
監
査
委
員

小
比
類
巻

正

規

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告
示
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
十
八
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二

第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
十
二
号
を
第
十

三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
八
号
中
「
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号

と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
十
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十

二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
公
金

事
務
取
扱
者
の
検
査
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。
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青
森
県
報

号
外
第
二
十
六
号

令
和
六
年

三
月
二
十
九
日

（
金
曜
日
）



別
表
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「
第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
財
政

的
援
助
団
体
等
に
係
る
監
査
を
青
森
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告

示
第
二
号
）
に
準
拠
し
て
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

櫛

引

ユ
キ
子

青
森
県
監
査
委
員

小
比
類
巻

正

規

１
監
査
の
着
眼
点
（
評
価
項
目
）

財
政
的
援
助
団
体
に
応
じ
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
着
眼
し
て
監
査
を
行
っ
た
。

⑴
出
資
団
体

出
納
事
務
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
等

⑵
指
定
管
理
団
体

基
本
協
定
書
、
年
度
協
定
書
及
び
仕
様
書
に
基
づ
き
管
理
運
営
に
係
る
出
納
事
務
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
等

２
監
査
の
実
施
内
容

⑴
監
査
日

令
和
６
年
３
月
22日

⑵
実
施
内
容

監
査
対
象
箇
所
に
お
け
る
事
務
の
う
ち
、
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
実

施
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
等
に
よ
り
監
査
を
行
っ
た
。

３
監
査
の
対
象

⑴
監
査
事
項

ア
出
資
団
体

出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行

イ
指
定
管
理
団
体

公
の
施
設
の
管
理
に
関
連
す
る
部
分

⑵
対
象
期
間

令
和
４
年
度
（
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31日
ま
で
）

⑶
対
象
箇
所
名

ア
出
資
団
体

青
森
県
土
地
開
発
公
社
、
青
森
県
道
路
公
社
、
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
、
地

方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

イ
指
定
管
理
団
体

ジ
ャ
ン
プ
ア
ッ
プ
み
さ
わ
、
一
般
社
団
法
人
青
森
県
ろ
う
あ
協
会
、
青
森
パ
ー
キ
ン
グ
株

式
会
社
、
豊
産
管
理
株
式
会
社
、
株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
ポ
ル
ト
青
い

森
グ
ル
ー
プ
、
三
八
五
グ
リ
ー
ン
ネ
ッ
ト

４
監
査
の
結
果

監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
適
正
で
あ
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
イ
中
「
地
域
医
療
課
」
を
「
地
域
医
療
室
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
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中
「
、
神
経
血
管
内
治
療
部
」
を
削
り
、
「
及
び
臨
床
心
理
支
援
部
」
を
「
、
臨
床
心
理
支
援
部
及

び
薬
物
療
法
部
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十

放
射
線
部
に
放
射
線
診
断
・
Ｉ
Ｖ
Ｒ
治
療
科
及
び
神
経
血
管
内
治
療
科
を
置
く
。

第
七
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
診
断
」
の
下
に
「
及
び
治
療
」
を
加
え
、
「
（
神
経
血
管
内
治
療

部
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と

し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

薬
物
療
法
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

各
診
療
科
の
医
師
の
指
示
に
基
づ
く
が
ん
患
者
の
薬
物
療
法
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
号
中
「
臨
床
工
学
技
士
に
よ
る
」
を
「
臨
床
工
学
技
士
及
び
診
療
放
射
線
技
師
」

に
改
め
る
。

附
則
第
五
号
中
「
四
万
九
千
百
円
」
を
「
五
万
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈠
以
外
の
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

「

「
を

に
、

」

」

経
営
企
画
室
長

地
域
医
療
室
長

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
部
長

経
営
企
画
室
長

地
域
医
療
室
長

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
部
長

「

」

副
参
事

総
務
課
長

経
理
課
長

情
報
管
理
課
長

中
央
病
院
医
学
物
理
指
導
監

中
央
病
院
病
理
指
導
監

中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
薬
剤
指
導
監

中
央
病
院
医
療
の
質
向
上
推
進
監

中
央
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
監

中
央
病
院
統
括
臨
床
検
査
技
師
長

中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監

中
央
病
院
放
射
線
診
断
指
導
監

中
央
病
院
看
護
指
導
監

中
央
病
院
看
護
企
画
監

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
部
次
長

を

（ ）3 青 森 県 報 号外第26号令和６年３月29日 金曜日

「

副
参
事

総
務
課
長

経
理
課
長

中
央
病
院
医
学
物
理
指
導
監

中
央
病
院
病
理
指
導
監

中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
薬
剤
指
導
監

中
央
病
院
医
療
の
質
向
上
推
進
監

中
央
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
監

中
央
病
院
統
括
臨
床
検
査
技
師
長

中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監

中
央
病
院
放
射
線
診
断
指
導
監

中
央
病
院
看
護
指
導
監

中
央
病
院
看
護
企
画
監

が
丘
病
院
運
営
室
長

に
改
め
る
。



附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
規

程
附
則
第
五
項
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
条
第
二
号
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
障
害
が
」
を
「
障
が
い
が
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
障
害
」

を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
六
項
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭

」

中
央
病
院
医
療
の
質
向
上
推
進
監

中
央
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
監

中
央
病
院
統
括
臨
床
検
査
技
師
長

中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監

中
央
病
院
放
射
線
診
断
指
導
監

中
央
病
院
看
護
指
導
監

中
央
病
院
看
護
企
画
監

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長

つ
く
し
が
丘
病
院
看
護
部
次
長

に
改
め
る
。


